
総務委員会議案説明資料 

令和６年９月２６日 

件  名 頁 

１ 第９３号議案  足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の 

一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ 第９４号議案 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例・・・ ５ 

３ 第９５号議案  足立区公契約条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・ ９ 

４ 第１０９号議案  東加平小学校全体保全計画にかかる校庭改修 

その他工事請負契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

５ 第１１０号議案  環状七号線改修工事請負契約・・・・・・・・・・・・・・１７ 

６ 第１１１号議案  理科教育設備物品の購入について・・・・・・・・・・・・１９ 

７ 第１１２号議案  災害備蓄用アルファ化米等の購入及び入れ替えについて・・２０ 

８ 第１１３号議案 区内避難所用エアーマット等の購入について・・・・・・・２１ 

９ 第１１４号議案  南館地下１階ＣＶＣＦ蓄電池の買替について・・・・・・・２２ 

１０ 第１１５号議案  やよい図書館の書架・什器の購入について・・・・・・・・２３ 

１１ 第１１６号議案  事務用机等の購入について・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

１２ 第１１７号議案  東綾瀬中学校改築空調設備工事請負契約の変更について・・２５ 

（総 務 部） 



第９３号議案説明資料
令和６年９月２６日 

件  名 足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

職種「福祉」の中に職務名「保育教諭」が新設されたことに伴い、関係規

定において所定の改正が必要であるため、条例の一部を改正する。 

保育教諭とは、幼保連携型認定こども園に置かなければならない、「幼稚

園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有している職員のこ

とである。 

なお、足立区で幼保連携型認定こども園に該当するのは「鹿浜こども園」

のみである。 

２ 改正内容 

 保育教諭に適用される法律等の文言追加 

臨時的任用の根拠規定に、「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確 

保に関する法律」を追加する。 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

４ 施行年月日 

令和７年４月１日 
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足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 ○足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成10年３月31日条例第２号 平成10年３月31日条例第２号 

第１条～第12条 省略 第１条～第12条 省略 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第13条 省略 第13条 省略 

２～４ 省略 ２～４ 省略 

５ 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用された職員及

び地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項又は女子教職員の出

産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和30年法律第125号）第３条

第１項の規定により臨時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限

る。）の任用期間中の年次有給休暇は、第１項及び第２項の規定にかかわ

らず、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

５ 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用された職員及

び地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項又は女子教職員の出

産に際しての補助教職員の確保に関する法律（昭和30年法律第125号）第３条

第１項の規定により臨時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限

る。）の任用期間中の年次有給休暇は、第１項及び第２項の規定にかかわ

らず、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

第14条 省略 第14条 省略 

（特別休暇） （特別休暇） 

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由

により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」

という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る休暇を承認するものとする。 

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由

により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」

という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る休暇を承認するものとする。 

(１) 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用された職

員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項又は女子教職

員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第３条第１項の規定に

より臨時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限る。） 公民

権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休

暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産

支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、

ボランティア休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇 

(１) 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用された職

員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項又は女子教職

員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第３条第１項の規定に

より臨時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限る。） 公民

権行使等休暇、不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休

暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産

支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、

ボランティア休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇 

別紙 
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改正前 改正後 

(２) 省略

２ 省略 

(２) 省略

２ 省略 

第16条～第17条 省略 第16条～第17条 省略 

（育児休業等に伴う臨時的任用職員等に対する特例） （育児休業等に伴う臨時的任用職員 に対する特例） 

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項又は女子教職員

の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項の規定により

臨時的に任用される職員（常時勤務を要するものを除く。）の勤務時間、

休日、休暇等に関しては、人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。 

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項又は女子教職員

の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第３条第１項の規定により

臨時的に任用される職員（常時勤務を要するものを除く。）の勤務時間、

休日、休暇等に関しては、人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。 

２ 省略 ２ 省略 

第19条 省略 第19条 省略 

付 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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第９４号議案説明資料
令和６年９月２６日 

件  名 足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 人事課 

内  容 

１ 概要 

職種「福祉」の中に職務名「保育教諭」が新設されたことに伴い、その職

務に当たる者に適用される給与制度等を追加するため、条例の一部を改正す

る。 

保育教諭とは、幼保連携型認定こども園に置かなければならない、「幼稚

園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有している職員のこ

とである。 

  なお、足立区で幼保連携型認定こども園に該当するのは「鹿浜こども園」

のみである。 

２ 改正内容 

（１）義務教育等教員特別手当の支給

職務の級及び号給に応じて、月額４，６１０円を超えない範囲内で支給

する。 

（２）保育教諭に適用される法律等の文言追加

ア 「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律」の公

立学校等における教職員の臨時的任用に関する部分を追加する。

イ 「教育公務員特例法」の結核休職及び大学院修業休業に関する部分を

追加する。

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

４ 施行年月日 

令和７年４月１日 
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足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

第１条 省略 第１条 現行のとおり 

（給料） （給料） 

第２条 給料は、足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成

10年足立区条例第２号。以下「勤務時間条例」という。）第２条、第３条第

１項及び第２項並びに第５条に規定する正規の勤務時間（第19条第３項を除

き、以下単に「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であつ

て、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、

夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災

害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派

遣手当を含む。） を除いたものとする。 

第２条 給料は、足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成

10年足立区条例第２号。以下「勤務時間条例」という。）第２条、第３条第

１項及び第２項並びに第５条に規定する正規の勤務時間（第19条第３項を除

き、以下単に「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であっ

て、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、

夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣

手当を含む。）及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。 

２ 省略 ２ 現行のとおり 

第３条～第24条の２ 省略 第３条～第24条の２ 現行のとおり 

（ （育児休業に伴う臨時的任用職員の給与） （ （育児休業等に伴う臨時的任用職員の給与） 

第25条 育児休業法第６条第１項  

の規定により

臨時的に任用される職員（常時勤務を要するものを除く。）の給与は、任

命権者が職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認

を得て定める。 

第25条 育児休業法第６条第１項又は女子教職員の出産に際しての補助教職

員の確保に関する法律（昭和30年法律第125号）第３条第１項の規定により

臨時的に任用される職員（常時勤務を要するものを除く。）の給与は、任

命権者が職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で人事委員会の承認

を得て定める。 

２ 省略 ２ 現行のとおり 

（休職者等の給与） （休職者等の給与） 

第26条 休職等となつた職員（次項に規定する職員を除く。）に対しては、

休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。 

第26条 休職等となった職員（次項に規定する職員を除く。）に対しては、

休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。 

（１）～（２） 省略 （１）～（２） 現行のとおり 

（新設） （３） 教育公務員特例法第14条に掲げる事由に該当して休職にされたと

きは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当

別紙 

6



改正前 改正後 

及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの100分の100 

（３） 分限条例第２条第１項に掲げる事由に該当して休職にされたとき

は、人事委員会規則で定める額 

（４） 分限条例第２条第１項に掲げる事由に該当して休職にされたとき

は、人事委員会規則で定める額 

２ 法第55条の２第５項の規定により休職となつた職員、法第26条の５第

１項の規定による自己啓発等休業中の職員、法第26条の６第１項の規定

による配偶者同行休業中の職員及び育児休業法第２条第１項の規定によ

る育児休業中の職員（以下「育児休業中の職員」という。）  

には、その休職、自

己啓発等休業、配偶者同行休業又は育児休業  の期間中、

いかなる給与も支給しない。 

２ 法第55条の２第５項の規定により休職となった職員、法第26条の５第

１項の規定による自己啓発等休業中の職員、法第26条の６第１項の規定

による配偶者同行休業中の職員、育児休業法第２条第１項の規定による

育児休業中の職員（以下「育児休業中の職員」という。）及び教育公務

員特例法第26条第１項の規定による大学院修学休業中の職員には、その

休職、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業又は大学院修学休業の

期間中、いかなる給与も支給しない。 

３ 省略 ３ 現行のとおり 

第27条～第32条 省略 第27条～第32条 現行のとおり 

（新設） （義務教育等教員特別手当） 

第32条の２ 教育公務員特例法第13条第２項第２号に掲げる職員には、義務

教育等教員特別手当を支給する。 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、4,610円を超えない範囲内で、職務の

級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の別に応

じて、人事委員会の承認を得て規則で定める。 

第33条～第34条 省略 

３ 前２項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。 

第 33条～第 34条 現行のとおり 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和3年法律第63号）附則第４条第

１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しく

は第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員

は、同法による改正後の地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４
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改正前 改正後 

第１項又は第22条の５第１項の規定により採用された職員とみなして、こ

の条例による改正後の足立区職員の給与に関する条例第32条の２第２項の

規定を適用する。 
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第９５号議案説明資料
令和６年９月２６日 

件  名 足立区公契約条例の一部を改正する条例 

所管部課名 総務部 契約課 

内  容 

１ 概要 

これまでの事業者・労働者に対するアンケートや、足立区公契約等審

議会、足立区労働報酬審議会での審議、パブリックコメント等の意見を 

受け、公契約条例の適用範囲の拡大等について、条例の一部を改正する。 

２ 改正内容 

（１）公契約条例の適用範囲の拡大

ア 第６条関係

項 目 改正前 改正後 

条
例

工事請負契約 
（工事又は製造の
請負の契約） 

予定価格１億８千万
円以上の契約 

予定価格１億円以上
の契約 

施
行
規
則

業務委託契約 
（工事又は製造の
請負以外の請負の
契約） 

予定価格９千万円以上

の契約のうち、以下の

業務 

① 施設の設備・機器

の運転、管理の業

務

② 電話交換、受付・

案内の業務

③ 区長が指定する業

務

予定価格９千万円以上

の契約のうち、以下の

業務 

① 施設の設備・機器

の運転、管理、保

守点検の業務

② 電話交換、受付、

案内の業務

③ 施設の維持管理、運

営、建物清掃の業務 

④ 人的警備の業務

⑤ 給食調理の業務

⑥ 学校用務の業務

⑦ 車両運行の業務

⑧ 区長が指定する業

務

イ 第１７条関係

項 目 改正前 改正後 

条
例

指定管理協定 
（公の施設の管理 
に関する協定） 

規則で定める施設 
（保育園、生涯学習 
センター等６６施設）
の協定

すべての施設（９６
施設）の協定 
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（２）労働者に対する公契約条例周知の強化（第７条）

改正前 改正後 

（新設） 

ア 受注者及び受注関係者は、

労働者等に対し、労働報酬下

限額又は職種を通知する。

※ 労働者に周知カードを配

付し、賃金等に関する申し

出先を通知するとともに、

賃金等のセルフチェックを

可能にする。

（３）労働報酬下限額以上の賃金支給の確保と事業者の負担軽減

（第７条）

改正前 改正後 

ア 受注者は、労働者等の氏名、

職種等を記載した台帳を作成

し、報告する。

ア 受注者は、労働条件が法令

等に適合している旨を報告す

る。 

（新設） 

イ 受注者及び受注関係者は、

労働者等に適用される労働報

酬下限額、労働時間等を記録、

保存する。

（新設） 

ウ 受注者及び受注関係者は、

公契約に係る業務の契約に本

条例を遵守する旨を定める。

（新設） 

エ 受注関係者についても、区

の立入調査等に協力すること、

是正措置を講ずることを求め

られたときは速やかに応じる

こととする。

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

４ 施行年月日 

令和７年４月１日 

５ 今後の方針 

本議案が可決された際には、令和７年４月の施行に向けて、事業者、

労働者等に対し、公契約条例の説明動画や区ホームページ、あだち広報

などにより、丁寧に事前周知を行っていく。 
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足立区公契約条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

○足立区公契約条例 ○足立区公契約条例

平成25年９月30日条例第47号 平成25年９月30日条例第47号 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 公契約に定める事項等（第６条―第８条） 第２章 公契約に定める事項等（第６条―第８条） 

第３章 公契約に従事する労働者等の労働条件の確保等（第９条―第12条） 第３章 公契約に従事する労働者等の労働条件の確保等（第９条―第12条） 

第４章 公契約の適正な履行の確保（第13条―第15条） 第４章 公契約の適正な履行の確保（第13条―第15条） 

第５章 公契約等審議会（第16条） 第５章 公契約等審議会（第16条） 

第６章 補則（第17条・第18条） 第６章 補則（第17条・第18条） 

付則 付則 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条～第５条 省略 第１条～第５条 現行のとおり 

第２章 公契約に定める事項等 第２章 公契約に定める事項等 

（適用範囲） （適用範囲） 

第６条 この条例が適用される公契約の範囲は、次に掲げるものとする。 第６条 この条例が適用される公契約の範囲は、次に掲げるものとする。 

(１) 予定価格が１億８千万円以上の工事又は製造の請負の契約 (１) 予定価格が１億円以上の工事又は製造の請負の契約

(２) 省略 (２) 現行のとおり

（公契約に定める事項） （公契約に定める事項） 

第７条 区は、公契約においては、次に掲げる事項を定めるものとし、受注

者及び受注関係者は、当該事項を遵守しなければならない。 

第７条 区は、公契約においては、次に掲げる事項を定めるものとし、受注

者及び受注関係者は、当該事項を遵守しなければならない。 

(１) 受注者及び受注関係者は、公契約に係る業務に従事する労働者等に

対し、第９条第１項の規定により区長が定める労働報酬下限額  

以上の賃金等を支払わなけ 

ればならないこと。 

(１) 受注者及び受注関係者は、公契約に係る業務に従事する労働者等に

対し、第９条第１項の規定により区長が定める労働報酬下限額（以下こ

の条において「労働報酬下限額」という。）以上の賃金等を支払わなけ

ればならないこと。 

(２) 省略 (２) 現行のとおり

別紙 
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改正前 改正後 

（新設） (３) 受注者及び受注関係者は、当該各労働者等に適用される労働報酬下

限額、労働者等が公契約に係る業務に従事した時間その他区長が定める

事項を記録し、これを保存しなければならないこと。 

(３) 受注者は、公契約に係る業務に従事する労働者等の氏名、職種、従

事した時間その他規則で定める事項を記載した台帳を作成し、当該記載

事項について、区長が指定する期日までに報告しなければならないこと。 

(４) 受注者は、公契約に係る業務に従事する労働者等の賃金等、労働時

間、社会保険の加入状況その他の労働条件が法令等に適合し、適正なも

のであることを区長が指定する期日までに報告しなければならないこ

と。 

(４) 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場

の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付すること

により労働者等に周知しなければならないこと。 

(５) 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務が実施される作業場

の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付すること

により労働者等に周知しなければならないこと。 

ア この条例の適用を受ける労働者等の範囲 ア この条例の適用を受ける労働者等の範囲

イ 第９条第１項の規定により区長が定める労働報酬下限額 イ 労働報酬下限額

ウ 第10条の規定による申出をする場合の申出先 ウ 第10条の規定による申出をする場合の申出先

（新設） (６) 受注者及び受注関係者は、労働者等に対し、当該各労働者等に適用

される労働報酬下限額又は職種を通知しなければならないこと。 

（新設） (７) 受注者又は受注関係者は、公契約に係る業務の契約において、この

条例の規定を遵守する旨を定めること。 

(５) 受注者は、第13条第１項の規定による報告の求め又は立入調査

に応じなければならないこと。 

(８) 受注者は、第13条第１項の規定による報告の求め又は立入調査があ

った場合は、これに応じなければならないこと。 

(６) 受注者は、第14条第１項に規定する是正措置を講ずるよう求められ

た場合には、速やかに是正の措置を講じ、当該措置について、区長が定

める期日までに、区長に報告すること。 

(９) 受注者は、第14条第１項に規定する是正措置を講ずるよう求められ

た場合には、速やかに是正の措置を講じ、当該措置について、区長が定

める期日までに、区長に報告すること。 

（新設） (10) 第８号及び前号の場合において、受注関係者は、受注者から報告若

しくは立入調査に協力し、又は是正措置を講ずることを求められたとき

は、速やかに応じること。 

(７) 受注者が次条各号の規定に該当するときは、区は、公契約を解除す

ることができること。 

(11) 受注者が次条各号の規定に該当するときは、区は、公契約を解除す

ることができること。 

(８) 前号の規定による公契約の解除により受注者に損害が生じても、区

は、その損害を賠償する責任を負わないこと。 

(12) 前号の規定による公契約の解除により受注者に損害が生じても、区

は、その損害を賠償する責任を負わないこと。 
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改正前 改正後 

(９) 受注者がこの条例の規定に違反し、公契約を解除したときは、違約

金を徴収することができること。 

(13) 受注者がこの条例の規定に違反し、公契約を解除したときは、違約

金を徴収することができること。 

第８条 省略 第８条 現行のとおり 

第３章 公契約に従事する労働者等の労働条件の確保等 第３章 公契約に従事する労働者等の労働条件の確保等 

（労働報酬下限額） （労働報酬下限額） 

第９条 区長は、最低賃金法（昭和34年法律第137号）に定める賃金のほか、

次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定める額その他の事情を勘

案して、公契約に適用する労働報酬下限額を定めるものとする。 

第９条 区長は、最低賃金法（昭和34年法律第137号）に定める賃金のほか、

次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に定める額その他の事情を勘

案して、公契約に適用する労働報酬下限額を定めるものとする。 

(１) 省略 (１) 現行のとおり

(２) 工事又は製造の請負以外の請負の契約 国土交通省が国の建築保全

業務を委託する際の費用の積算に用いるため毎年度決定する建築保全業

務労務単価、生活保護法（昭和25年法律第144号）第８条第１項に規定す

る厚生労働大臣の定める基準において区に適用される額その他の公的機

関が定める基準及び区に勤務する臨時職員の賃金単価等 

(２) 工事又は製造の請負以外の請負の契約 国土交通省が国の建築保全

業務を委託する際の費用の積算に用いるため毎年度決定する建築保全業

務労務単価、生活保護法（昭和25年法律第144号）第８条第１項に規定す

る厚生労働大臣の定める基準において区に適用される額その他の公的機

関が定める基準及び区に勤務する常勤職員、会計年度任用職員の給与等 

２～３ 省略 ２～３ 現行のとおり 

第10条～第12条 省略 第10条～第12条 現行のとおり 

第４章 公契約の適正な履行の確保 第４章 公契約の適正な履行の確保 

第13条～第15条 省略 第13条～第15条 現行のとおり 

第５章 公契約等審議会 第５章 公契約等審議会 

第16条 省略 第16条 現行のとおり 

第６章 補則 第６章 補則 

（指定管理者との協定） （指定管理者との協定） 

第17条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指

定管理者（以下「指定管理者」という。）と締結する公の施設の管理に関

する協定で、規則で定めるものについては、この条例の適用を受ける公契

約とみなして、この規定を適用する。 

第17条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指

定管理者（以下「指定管理者」という。）と締結する公の施設の管理に関

する協定          については、この条例の適用を受ける公契

約とみなして、この規定を適用する。 

第18条 省略 第18条 現行のとおり 

付 則 

（施行期日） 
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改正前 改正後 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区公契約条例第６条及び第１７条の規定

は、施行日以後に締結される工事又は製造の請負の契約及び施行日以後に

指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定

する指定管理者をいう。以下同じ。）と締結する公の施設の管理に関する

協定（この条例の公布の日前に公募手続を開始したものを除く。）につい

て適用し、施行日前に締結した工事又は製造の請負の契約並びに施行日前

に指定管理者と締結した公の施設の管理に関する協定及び施行日以後に指

定管理者と締結した公の施設の管理に関する協定（この条例の公布の日前

に公募手続を開始したものに限る。）については、なお従前の例による。 
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第１０９号議案説明資料
令和６年９月２６日 

件  名 東加平小学校全体保全計画にかかる校庭改修その他工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課、施設営繕部 東部地区建設課、学校運営部 学校施設管理課 

内  容 

１ 契約の相手方  誠和光建株式会社 

代表取締役 田中 尊仁 

東京都足立区古千谷本町二丁目２０番３号 

２ 契 約 金 額 ２２９，９００，０００円（落札率９９．７６％） 

３ 契 約 番 号 ６足総契契第０１０５２４号 

４ 工 期  契約締結の翌営業日から令和７年２月２８日まで 

５ 工 事 場 所 足立区加平一丁目１２番１２号 

６ 工 事 内 容 

（１）校庭人工芝改修工事

（２）遊具その他設備改修工事

（３）マンホールトイレ設置工事

（４）校門改修工事

（５）上記工事に係る給排水設備改修工事

７ そ の 他 

（１）入札・開札年月日 令和６年８月１９日

（２）入札方法 条件付一般競争入札（総合評価方式） 

（３）入札参加事業者数 ５者（予定価格超過１者、辞退３者）

（４）仮契約年月日 令和６年８月２６日 

（５）予定価格 ２３０，４５０，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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東加平小学校 案内図 別紙

東加平小学校 

加平一丁目１２番１２号 
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第１１０号議案説明資料
令和６年９月２６日 

件  名 環状七号線改修工事請負契約 

所管部課名 総務部 契約課、都市建設部 道路公園整備室 道路整備課 

内  容 

１ 契約の相手方  丸藤小林土木株式会社 

代表取締役 小林 百合子 

東京都足立区谷中四丁目２番３号 

２ 契 約 金 額 ２６８，４００，０００円（落札率９９．７１％） 

３ 契 約 番 号 ６足総契契第０１０５４９号 

４ 工 期  契約締結の翌営業日から令和７年８月２９日

まで 

５ 工 事 場 所   足立区谷中四丁目１番から谷中二丁目８番先 

６ 工 事 内 容 

（１）舗装工      L＝173ｍ 

車道部面積  2368㎡ 

歩道部面積 454㎡ 

右左折レーンの設置

（２）道路土工

（３）防護柵工 L＝122ｍ 

（４）標識工    5基 

（５）下水道施設工  本管 L＝ 58ｍ 

（６）電気設備工 街路灯  5基 

（７）信号関連設備工 地中埋設管 L＝133ｍ

ハンドホール  4基 

７ そ の 他 

（１）入札・開札年月日 令和６年８月２０日

（２）入札方法 条件付一般競争入札 

（３）入札参加事業者数 ５者（予定価格超過１者、辞退３者）

（４）仮契約年月日 令和６年８月２７日 

（５）予定価格 ２６９，１７３，３００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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環状七号線改修工事 案内図 別紙 

足立区谷中四丁目１番から
谷中二丁目８番先 

18



第１１１号議案説明資料 
令和６年９月２６日 

件 名 理科教育設備物品の購入について 

所管部課名 総務部 契約課、学校運営部 学校支援課 

内 容 

１ 契約の相手方 有限会社あづま商店 

代表取締役 東 英徳 

東京都足立区千住元町１８番３号 

２ 契 約 金 額 ３７，７４１，５５０円（落札率９４．７１％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ６足総契契第０２２０７０号 

５ 納 期 限 令和６年１１月２９日 

６ 納 入 場 所 千寿小学校外１０１校 

７ 契 約 内 容

理科教育設備整備のための物品を購入する。 

（１）小学校 生物顕微鏡    ４６９台 

（２）中学校 鉄製スタンド ３５０台 

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和６年８月７日 

（２）入札日・開札日  令和６年７月３１日 

（３）指名業者 １０者 

（予定価格超過４者、辞退１者、不参加２者） 

（４）予定価格 ３９，８４９，０４０円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第１１２号議案説明資料 
令和６年９月２６日 

件 名 災害備蓄用アルファ化米等の購入及び入れ替えについて 

所管部課名 総務部 契約課、危機管理部 災害対策課 

内 容 

１ 契約の相手方 船山株式会社 東京本店 

取締役本店長 多田 奈美 

 東京都中央区月島二丁目２０番１５号 

２ 契 約 金 額 ２１４，６１３，４３１円 

（落札率８９．１９％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ６足総契契第０２２０９７号 

５ 納 期 限 令和７年３月２１日 

６ 納 入 場 所 災害対策課指定場所 

７ 契 約 内 容

災害備蓄用アルファ化米等を購入し、現在備蓄してあるものと入れ替え

る。 

また、増配備用としてレトルト玄米保存食等を購入する。 

（１）アルファ化米(五目ご飯) ６０，０００食 

（２）アルファ化米(わかめご飯) ６５，０００食 

（３）アルファ化米(梅粥) ４，７００食 

（４）災害備蓄用クラッカー ６７，２７０食 

（５）レトルト玄米保存食 １２５，０００食 

（６）フリーズドライご飯 ７５，０００食 

（７）１２年保存飲料水 １４２，２８４本 

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和６年８月２７日 

（２）入札日・開札日  令和６年８月２０日 

（３）指名業者 １０者（予定価格超過１者、辞退２者） 

（４）予定価格 ２４０，６１３，５８８円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第１１３号議案説明資料 
令和６年９月２６日 

件 名 区内避難所用エアーマット等の購入について 

所管部課名 総務部 契約課、危機管理部 災害対策課 

内 容 

１ 契約の相手方 船山株式会社 東京本店 

取締役本店長 多田 奈美 

東京都中央区月島二丁目２０番１５号 

２ 契 約 金 額 ５７，６００，８１８円 

（落札率５６．４８％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ６足総契契第０２２１０１号 

５ 納 期 限 令和７年３月２１日 

６ 納 入 場 所 千寿小学校（足立区千住宮元町６番１号） 

外１１１か所 

７ 契 約 内 容

区内避難所用エアーマット等を購入し、現在備蓄している寝具（マッ 

ト）と入れ替えを行う。

（１）エアーマット ７０，７１０枚 

（２）電動エアーポンプ（ＡＣタイプ） ５６８個 

（３）ダブルアクションハンドポンプ １４２個 

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和６年８月２７日 

（２）入札日・開札日  令和６年８月２０日 

（３）指名業者 １０者（辞退４者、不参加２者） 

（４）予定価格 １０１，９９２，５０６円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第１１４号議案説明資料 
令和６年９月２６日 

件 名 南館地下１階ＣＶＣＦ蓄電池の買替について 

所管部課名 総務部 契約課、施設営繕部 庁舎管理課 

内 容 

１ 契約の相手方 株式会社ホマレ電池 

代表取締役社長 江原 吉一 

東京都千代田区神田佐久間町三丁目２１番地 

２ 契 約 金 額 ７１，５００，０００円（落札率９６．３０％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ６足総契契第０２２１７７号 

５ 納 期 限 令和７年３月１４日 

６ 納 入 場 所 足立区中央本町一丁目１７番１号 

（南館地下１階蓄電池室） 

７ 契 約 内 容

南館地下１階ＣＶＣＦ設備の蓄電池２組の買替を行う。 

型式：制御弁式据置鉛蓄電池（ＭＳＥ形）（同等品可） 

容量：６００Ａｈ／１０ＨＲ 

数量：１４１セル 

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和６年８月２７日 

（２）入札日・開札日  令和６年８月２０日 

（３）指名業者 １０者 

（予定価格超過２者、辞退６者、不参加１者） 

（４）予定価格 ７４，２５０，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第１１５号議案説明資料 
令和６年９月２６日 

件 名 やよい図書館の書架・什器の購入について 

所管部課名 総務部 契約課、地域のちから推進部 生涯学習支援室 中央図書館 

内 容 

１ 契約の相手方 帝国器材株式会社 

代表取締役社長 大原 和子 

東京都足立区江北二丁目４番２７号 

２ 契 約 金 額 ６１，０９４，４４０円（落札率９７．９５％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ６足総契契第０２２１２２号 

５ 納 期 限 令和７年１月３１日 

６ 納 入 場 所 やよい図書館指定場所 

７ 契 約 内 容

書架及び什器等を購入する。 

（１）木金書架 複式 ６連５段 ６台

（２）木金書架 複式 ５連５段 ６台

（３）木金書架 複式 ６連４段 ４台

（４）閲覧机 対面 ４人用 ８台

（５）他７２品

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和６年８月３０日 

（２）入札日・開札日  令和６年８月２３日 

（３）指名業者 １０者（予定価格超過７者、辞退２者） 

（４）予定価格 ６２，３７０，０００円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第１１６号議案説明資料 
令和６年９月２６日 

件 名 事務用机等の購入について 

所管部課名 総務部 契約課、衛生部 江北保健センター 

内 容 

１ 契約の相手方 株式会社トラヤ 

代表取締役 遠藤 章 

 東京都足立区千住旭町４０番２７号 

２ 契 約 金 額 １３７，７８９，６３０円 

（落札率８９．０４％） 

３ 契 約 方 法 指名競争入札 

４ 契 約 番 号 ６足総契契第０２２１３４号 

５ 納 期 限 令和７年３月２１日 

６ 納 入 場 所 江北保健センター指定場所 

７ 契 約 内 容

すこやかプラザ あだちの会議テーブル、収納庫等を購入する。 

（１）会議テーブル １９１台

（２）収納庫 １５９台 

（３）机 ４５台 

８ そ の 他 

（１）仮契約年月日 令和６年９月３日 

（２）入札日・開札日  令和６年８月２７日 

（３）指名業者 １０者（辞退５者） 

（４）予定価格 １５４，７５８，６９２円（事後公表） 

※ 契約金額、予定価格には消費税を含む。
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第１１７号議案説明資料 
令和６年９月２６日 

件 名 東綾瀬中学校改築空調設備工事請負契約の変更について 

所管部課名 総務部 契約課、施設営繕部 東部地区建設課、学校運営部 学校施設管理課 

内 容 

１ 契約の相手方  水工房・カンノ建設共同企業体 

代表者 株式会社水工房 

代表取締役 青木 大輔 

東京都足立区加賀一丁目５番４号 

２ 契 約 金 額 

変更回 時期 契約金額 変更額 

当 初 令4.9 487,300,000円 ― 

1回目 令5.11 527,901,000円 40,601,000円 

2回目 令6.7 535,183,000円 7,282,000円 

3回目(予定) 令6.9 539,957,000円 4,774,000円 

計 52,657,000円 

（増加率10.8％） 

※ 契約金額には消費税を含む。

【３回目（予定）前回契約金額との差額内訳】 

同時進行している建築、給排水衛生設備及び電気設備工事との調整によ

る配管延長に伴い、空調機能力確保のため、配管口径等仕様変更による増

加                         （約500万円） 

３ 過去の契約変更理由および内容 

（１）１回目変更

公共工事設計労務単価（人件費）の上昇により、請負金額が著しく不

適当になることが見込まれたため、契約金額の増加 （約4,000万円） 

（２）２回目変更

ア 公共工事設計労務単価（人件費）の上昇により、請負金額が著しく

不適当になることが見込まれたため、契約金額の増加（約600万円）

イ 建築工事の契約工期延伸に伴う工期延長による諸経費の増加

（約100万円） 

４ 契 約 年 月 日  令和４年９月３０日 

５ 契 約 番 号  ４足総契契第０１０４７９号 

６ 工 期 

変更回 工期 

当初～１回目 令和４年１０月３日から令和６年８月１６日 

２回目 令和４年１０月３日から令和６年１０月１１日 

３回目（予定） 変更なし 
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７ 工 事 場 所  足立区綾瀬三丁目２３番１４号 

※ 別紙のとおり

８ 契約変更（仮承諾）年月日 令和６年８月３０日 

９ そ の 他 

議会の議決を得た当該契約金額より変更による増減額が１００分の１０

以上のため、足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処

分に関する条例（昭和３９年足立区条例第１号）第２条の規定に基づき、

本件を提出する。 
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足立区立東綾瀬中学校 案内図 別紙 

東綾瀬中学校 

綾瀬三丁目２３番１４号 
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